
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 等 新 旧 対 照 表 

 改  正  前                           改  正  後                         

国立大学法人京都大学教職員給与規程 

（平成１６年達示第８０号）

 
 （前 略） 
 （都市手当） 

第１６条 都市手当は、別表第１０の区分に掲げる支

給地域に在勤する教職員に、その教職員の俸給、俸

給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額

の合計額に当該区分に対応する支給割合を乗じて

得た額を支給する。 

２ （略） 

３ 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法

律第９５号）の適用を受ける国家公務員、検察官で

あった者、国有林野事業を行う国の経営する企業に

勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和２９年

法律第１４１号）の適用を受ける職員、独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２

項に規定する特定独立行政法人の職員、特別職に属

する国家公務員、地方公務員、地方独立行政法人の

職員、沖縄振興開発金融公庫の職員又は国家公務員

退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第

９条の２各号に掲げる法人に使用される者（以下

「給与法適用者等」という。）であった者が、引き

続き教職員となった場合において、採用の事情、当

該在勤することとなった日の前日における勤務地

等を考慮して前項の規定による都市手当を支給さ

れる教職員との権衡上必要があると認められると

きは、当該教職員には、前項の規定に準じて、都市

手当を支給する。ただし、前項における「異動前の

支給割合」は、別に定める割合とする。 

 （後 略） 

 

国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇

等に関する規程 

（平成１６年達示第８３号）

 
 （前 略） 

（年次休暇の日数） 
第２１条 年次休暇は、一の年ごと（１月１日から

１２月３１日までの１暦年）における休暇とし、そ

の日数は、一の年において、次の各号に掲げる教職

員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1)・(2) （略） 

(3) 当該年において新たに特定独立行政法人の職

員、国家公務員（特別職に属する者を含む。）、

国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務す

る職員の給与等に関する特例法（昭和２９年法律

第１４１号）の適用を受ける職員、地方公務員、

地方独立行政法人の職員又は沖縄振興開発金融

公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と

密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職

 

 

 

 

 （都市手当） 

第１６条 

 

 

 

 

２ 

３ 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法

律第９５号）の適用を受ける国家公務員、検察官で

あった者、国有林野事業を行う国の経営する企業に

勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和２９年

法律第１４１号）の適用を受ける職員、独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４

項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する

国家公務員、地方公務員、地方独立行政法人の職員、

沖縄振興開発金融公庫の職員又は国家公務員退職

手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条

の２各号に掲げる法人に使用される者（以下「給与

法適用者等」という。）であった者が、引き続き教

職員となった場合において、採用の事情、当該在勤

することとなった日の前日における勤務地等を考

慮して前項の規定による都市手当を支給される教

職員との権衡上必要があると認められるときは、当

該教職員には、前項の規定に準じて、都市手当を支

給する。ただし、前項における「異動前の支給割

合」は、別に定める割合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 （年次休暇の日数） 

第２１条  

 

 

 

(1)・(2)  

(3) 当該年において新たに行政執行法人の職員、国

家公務員（特別職に属する者を含む。）、国有林

野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の

給与等に関する特例法（昭和２９年法律第１４１

号）の適用を受ける職員、地方公務員、地方独立

行政法人の職員又は沖縄振興開発金融公庫その

他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関

連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施

（同 左） 

（同 左） 



 

 改  正  前                           改  正  後                         

手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９

条の２各号に掲げる法人の職員（以下この条にお

いて「国等の職員」という。）となった者で、引

き続き教職員となったもの 国等の職員となっ

た日において新たに教職員となったものとみな

した場合におけるその者の在職期間に応じた基

本日数から、新たに教職員となった日の前日まで

の間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数

を減じて得た日数（当該日数が基本日数に満たな

い場合にあっては、基本日数） 

(4) 

２ 

（後 略） 

 

国立大学法人京都大学教職員退職手当規程 

（平成１６年達示第８９号）

 
 （前 略） 

（勤続期間の計算） 
第８条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計

算は、教職員としての引き続いた在職期間による。

ただし、年俸制教員給与規程の適用を受けていた期

間及び第５項に規定する法人等に使用される者又

は第９条第１項に規定する国家公務員等としての

在職期間において年俸制教員給与規程に相当する

規程等の適用を受けていた在職期間は、その者の教

職員としての引き続いた在職期間には含まないも

のとする。 
２～４ （略） 
５ 第１項に規定する教職員としての引き続いた在

職期間には、次の各号に掲げる国立大学法人等（以

下「法人等」という。）に使用される者が引き続い

て教職員となったときにおける当該法人等に使用

される者としての引き続いた在職期間、及び教職員

が第２条第７号の規定により退職手当を支給され

ないで法人等に使用される者となり、引き続いて法

人等に使用される者として在職した後引き続いて

教職員となったときにおける、先の教職員としての

引き続いた在職期間の始期から法人等に使用され

る者としての引き続いた在職期間の終期までの在

職期間をそれぞれ含むものとする。この場合におい

て、その者の法人等に使用される者としての引き続

いた在職期間の計算については、前各項の規定を準

用する。ただし、退職により、この規程による退職

手当に相当する給与の支給を受けているときは、当

該給与の計算の基礎となった在職期間（当該給与の

計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職し

た法人等の退職手当に関する規定において明確に

定められていない場合においては、当該給与の額を

退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数

に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたとき

は、その端月数を切り捨てる。）に相当する月数）

行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各

号に掲げる法人の職員（以下この条において「国

等の職員」という。）となった者で、引き続き教

職員となったもの 国等の職員となった日にお

いて新たに教職員となったものとみなした場合

におけるその者の在職期間に応じた基本日数か

ら、新たに教職員となった日の前日までの間に使

用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて

得た日数（当該日数が基本日数に満たない場合に

あっては、基本日数） 

(4) 

２ 

 

 

 

 

 

 

 （勤続期間の計算） 

第８条  

 

 

 

 

 

 

 

 

２～４ 

５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（同 左） （略） 

（同 左） 



 

 改  正  前                           改  正  後                         

は、その者の教職員として引き続いた在職期間には

含まないものとする。 

(1)～(5) （略）  

(6) 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第３条

に規定される独立行政法人宇宙航空研究開発機

構（ただし、同機構就業規則に規定される教育職

職員に限る。） 

(7)  

６・７ 

 （中 略） 

第８条の３ 役員等若しくは法人等に使用される者

が６３歳年度末日の翌日以後に引き続き教職員と

なり、又は国家公務員退職手当法（昭和２８年法律

第１８２号）第２条第１項に規定する職員が６３歳

年度末日の翌日以後に次条第１項若しくは第２項

の規定に該当して引き続き教職員となった場合（当

該法人等、国若しくは同条第１項に規定する特定独

立行政法人から役員退職手当規程による退職手当、

これに相当する給与若しくはこの規程による退職

手当に相当する給与の支給を受けている場合、６３

歳年度末日において法人等に使用される者又は次

条第１項に規定する国家公務員等として年俸制教

員給与規程に相当する規程等の適用を受けている

場合及び次項の規定に該当する場合を除く。）にお

けるその者に対する次の表の左欄に掲げる規定の

適用については、これらの規程中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

読み 

替える

規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字句 

第３条 

第１項 

退職し又は

解雇された

者に対する

退職手当の

基本額は、退

職又は解雇

の日におけ

るその者の

俸給月額（年

俸制教員に

あっては、年

俸制教員移

行日前日の

俸給月額）（ 

法人等、国若しくは第９条

第１項に規定する特定独

立行政法人の退職の日に

おけるその者の俸給月額

（第８条の３第１項の規

定に該当する教職員となっ

た日（以下第８条（第２項

を除く。）までにおいて単

に「教職員となった日」と

いう。）以後に降格した者

（役員等から引き続き教

職員となった者を除く。）

にあってはその者の退職

若しくは解雇の日におけ

る俸給月額又は法人等、国

若しくは第９条第１項に

規定する特定独立行政法

人の退職の日における俸

給月額のいずれか少ない

額とし、役員等から引き続

き教職員となった者にあっ

 

 

 (1)～(5) 

(6) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第

３条に規定される国立研究開発法人宇宙航空研

究開発機構（ただし、同機構就業規則に規定され

る教育職職員に限る。） 

 (7) 

６・７ 

 

第８条の３ 役員等若しくは法人等に使用される者

が６３歳年度末日の翌日以後に引き続き教職員と

なり、又は国家公務員退職手当法（昭和２８年法律

第１８２号）第２条第１項に規定する職員が６３歳

年度末日の翌日以後に次条第１項若しくは第２項

の規定に該当して引き続き教職員となった場合（当

該法人等、国若しくは同条第１項に規定する行政執

行法人から役員退職手当規程による退職手当、これ

に相当する給与若しくはこの規程による退職手当

に相当する給与の支給を受けている場合、６３歳年

度末日において法人等に使用される者又は次条第

１項に規定する国家公務員等として年俸制教員給

与規程に相当する規程等の適用を受けている場合

及び次項の規定に該当する場合を除く。）における

その者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用

については、これらの規程中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

読み 

替える

規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字句 

第３条 

第１項 

退職し又は

解雇された

者に対する

退職手当の

基本額は、退

職又は解雇

の日におけ

るその者の

俸給月額（年

俸制教員に

あっては、年

俸制教員移

行日前日の

俸給月額）（

法人等、国若しくは第９条

第１項に規定する行政執

行法人の退職の日におけ

るその者の俸給月額（第８

条の３第１項の規定に該当

する教職員となった日（以下

第８条（第２項を除く。）ま

でにおいて単に「教職員と

なった日」という。）以後

に降格した者（役員等から

引き続き教職員となった者

を除く。）にあってはその

者の退職若しくは解雇の

日における俸給月額又は

法人等、国若しくは第９条

第１項に規定する行政執

行法人の退職の日におけ

る俸給月額のいずれか少

ない額とし、役員等から引

き続き教職員となった者

にあっては当該役員等の

（同 左） 

（同 左） （略） 



 

 改  正  前                           改  正  後                         

ては当該役員等の退職の日

におけるその者の俸給月

額とする。 

（略） 

第７条

の５第

２項 

教職員が受

ける教職員

給与規程に

規定する俸

給及び扶養

手当の月額

並びにこれ

らに対する

都市手当、広

域異動手当

の月額の合

計額 

教職員が法人等、国若しく

は第９条第１項に規定す

る特定独立行政法人の退

職の日に受ける教職員給

与規程に規定する俸給及

び扶養手当の月額並びに

これらに対する都市手当、

広域異動手当（以下この

項において「俸給等」とい

う。）に相当する給与の月

額の合計額（教職員となっ

た日以後に降格した者に

あっては、その者が退職若

しくは解雇の日に受ける

俸給等の月額の合計額又

は法人等、国若しくは第９

条第１項に規定する特定

独立行政法人の退職の日

に受ける俸給等に相当す

る給与の月額の合計額の

いずれか少ない額） 

（略） 

２ 法人等に使用される者（その者の職に係る平成

１６年３月３１日における定年年齢が満６３歳で

ある法人等に使用されるものに限る。）が６３歳年

度末日の翌日以後に引き続き教職員となり、又は国

家公務員退職手当法第２条第１項に規定する職員

が６３歳年度末日以後に定年により退職し、その翌

日に次条第１項若しくは第２項の規定に該当して

引き続き教職員となった場合（当該法人等、国又は

同条第１項に規定する特定独立行政法人からこの

規程による退職手当に相当する給与の支給を受け

ている場合及び６３歳年度末日において法人等に

使用される者又は次条第１項に規定する国家公務

員等として年俸制教員給与規程に相当する規程等

の適用を受けている場合を除く。）におけるその者

に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用につい

ては、これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

読み 

替える

規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字句 

第３条 

第１項 

退職し又は

解雇された

者に対する

退職手当の

６３歳年度末日（国家公務

員退職手当法第２条第１

項に規定する職員から引

き続き教職員となった者

退職の日におけるその者

の俸給月額とする。 

 

（同 左） 

第７条

の５第

２項 

教職員が受

ける教職員

給与規程に

規定する俸

給及び扶養

手当の月額

並びにこれ

らに対する

都市手当、広

域異動手当

の月額の合

計額 

教職員が法人等、国若しく

は第９条第１項に規定す

る行政執行法人の退職の

日に受ける教職員給与規

程に規定する俸給及び扶

養手当の月額並びにこれ

らに対する都市手当、広域

異動手当（以下この項にお

いて「俸給等」という。）

に相当する給与の月額の

合計額（教職員となった日

以後に降格した者にあっ

ては、その者が退職若しく

は解雇の日に受ける俸給

等の月額の合計額又は法

人等、国若しくは第９条第

１項に規定する行政執行

法人の退職の日に受ける

俸給等に相当する給与の

月額の合計額のいずれか

少ない額） 

（同 左） 

２ 法人等に使用される者（その者の職に係る平成

１６年３月３１日における定年年齢が満６３歳で

ある法人等に使用されるものに限る。）が６３歳年

度末日の翌日以後に引き続き教職員となり、又は国

家公務員退職手当法第２条第１項に規定する職員

が６３歳年度末日以後に定年により退職し、その翌

日に次条第１項若しくは第２項の規定に該当して

引き続き教職員となった場合（当該法人等、国又は

同条第１項に規定する行政執行法人からこの規程

による退職手当に相当する給与の支給を受けてい

る場合及び６３歳年度末日において法人等に使用

される者又は次条第１項に規定する国家公務員等

として年俸制教員給与規程に相当する規程等の適

用を受けている場合を除く。）におけるその者に対

する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、

これらの規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

読み 

替える

規定 

読み替えら

れる字句 

読み替える字句 

第３条 

第１項 

退職し又は

解雇された

者に対する

退職手当の

６３歳年度末日（国家公務

員退職手当法第２条第１

項に規定する職員から引

き続き教職員となった者



 

 改  正  前                           改  正  後                         

基本額は、退

職又は解雇

の日におけ

るその者の

俸給月額（年

俸制教員に

あっては、年

俸制教員移

行日前日の

俸給月額）（ 

にあっては、国又は第９条

第１項に規定する特定独

立行政法人の退職の日。以

下「６３歳年度末日等」と

いう。）におけるその者の

俸給月額（６３歳年度末日

等の翌日以後に降格した

者にあっては、その者の退

職若しくは解雇の日にお

ける俸給月額又は６３歳

年度末日等における俸給

月額のいずれか少ない額。

（略） 

（国等の機関から復帰した教職員の在職期間の計算）

第９条 教職員のうち、総長の要請に応じ、引き続い

て国、特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する

特定独立行政法人をいう。以下同じ。）、地方公共

団体、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する

地方独立行政法人をいう。以下同じ。）又は国家公

務員退職手当法第７条の２第１項に規定するもの

のうち法人等を除く公庫等（以下「国等の機関」と

いう。）に使用される者（以下「国家公務員等」と

いう。）となるため退職をし、かつ、引き続き国家

公務員等として在職（その者が更に引き続き当該国

家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務

員等として在職した場合を含む。）した後、引き続

いて再び教職員となった者の在職期間の計算につ

いては、先の教職員としての在職期間の始期から後

の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教

職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただ

し、地方公共団体及び地方独立行政法人の場合に

あっては、当該地方公共団体又は地方独立行政法

人の退職手当に関する規定において、その者の教

職員としての勤続期間が当該地方公共団体又は地

方独立行政法人に使用される者としての勤続期間

に通算されることと定められているものに限る。

 （中 略） 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２５年１月１日から施行する。

第２条 

２ 

３ 第８条の２及び第８条の３の規定に該当して退

職し、又は解雇された者に対する退職手当の基本額

は、次の各号に掲げる規定に該当して退職し、又は

解雇された者にあっては、当該各号に掲げる日を退

職し、又は解雇された日として、前２項の規定を適

用した場合に得られる額とする。 

(1) 第８条の２ ６３歳年度末日 

基本額は、退

職又は解雇

の日におけ

るその者の

俸給月額（年

俸制教員に

あっては、年

俸制教員移

行日前日の

俸給月額）（

にあっては、国又は第９条

第１項に規定する行政執

行法人の退職の日。以下

「６３歳年度末日等」とい

う。）におけるその者の俸

給月額（６３歳年度末日等

の翌日以後に降格した者

にあっては、その者の退職

若しくは解雇の日におけ

る俸給月額又は６３歳年

度末日等における俸給月

額のいずれか少ない額。 

（同 左） 

（国等の機関から復帰した教職員の在職期間の計算）

第９条 教職員のうち、総長の要請に応じ、引き続い

て国、行政執行法人（独立行政法人通則法（平成

１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行

政執行法人をいう。以下同じ。）、地方公共団体、

地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５

年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。）又は国家公務員退

職手当法第７条の２第１項に規定するもののうち法

人等を除く公庫等（以下「国等の機関」という。）

に使用される者（以下「国家公務員等」という。）

となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等

として在職（その者が更に引き続き当該国家公務員

等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等とし

て在職した場合を含む。）した後、引き続いて再び

教職員となった者の在職期間の計算については、先

の教職員としての在職期間の始期から後の教職員

としての在職期間の終期までの期間は、教職員とし

ての引き続いた在職期間とみなす。ただし、地方公

共団体及び地方独立行政法人の場合にあっては、当

該地方公共団体又は地方独立行政法人の退職手当

に関する規定において、その者の教職員としての勤

続期間が当該地方公共団体又は地方独立行政法人

に使用される者としての勤続期間に通算されるこ

とと定められているものに限る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条  

第２条 

２ 

３  

 

 

 

 

 

(1)  

（略） 

（同 左） 



 

 改  正  前                           改  正  後                         

(2) 第８条の３第１項 法人等、国若しくは第９条

第１項に規定する特定独立行政法人を退職した

日（役員等から引き続き教職員となった者にあっ

ては当該役員等を退職した日） 

(3) 第８条の３第２項 同項に規定する６３歳年

度末日等 

 （後 略） 

 

京都大学客員教授及び客員准教授等に関する

規程 

（昭和４７年達示第１１号）

 
 （前 略） 

（称号の付与） 

第２条 総長は、次の各号の一に該当する者のうち、

本学において引き続き３月以上専攻分野について

教育又は研究に従事し、本学の教授又は准教授と同

等以上の資格があると認められる者に対して、客員

教授又は客員准教授の称号を付与することができ

る。 

(1)～(4) （略） 

(5) 本学の客員講座又は客員研究部門を担当する

国の機関の職員又は他の国立大学法人若しくは

特定独立行政法人等の役員若しくは職員 

２ 前項の規定は、講座、研究部門等に教授又は准教

授を欠く場合において、国の機関の職員又は他の国

立大学法人若しくは特定独立行政法人等の役員若

しくは職員が当該講座、研究部門等の教育又は研究

に従事する場合に準用する。 

 （後 略） 

 

 

(2) 第８条の３第１項 法人等、国若しくは第９条

第１項に規定する行政執行法人を退職した日（役

員等から引き続き教職員となった者にあっては

当該役員等を退職した日） 

(3)（同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（称号の付与） 

第２条  

 

 

 

 

 

(1)～(4)  

(5) 本学の客員講座又は客員研究部門を担当する

国の機関の職員又は他の国立大学法人若しくは

行政執行法人等の役員若しくは職員 

２ 前項の規定は、講座、研究部門等に教授又は准教

授を欠く場合において、国の機関の職員又は他の国

立大学法人若しくは行政執行法人等の役員若しく

は職員が当該講座、研究部門等の教育又は研究に従

事する場合に準用する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２７年１１月５日から施行し、平

成２７年４月１日から適用する。 

 

（同 左） 


